
★認定農業者等の農業担い手の貸借等★ 

 

●これまで（～令和 7 年３月） 

（１）利用権設定（賃貸借、使用貸借等） 

 

 

 

 

 

 

（２）所有権移転（売買、交換等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●これから（令和７年４月～) 

（１）地域計画内での所有権移転や利用権設定 

 

 

 

 

 

 

 

   ※地域計画地内でも農地法第 3 条の申請は可能。 

 

（２）地域計画外での所有権移転や利用権設定 

  

 

 

 

 

  ※例外として、地域計画の達成に資すると判断されるものや農業委員会が農地中間管

理機構へ要請を行うものは、地域計画外の農用地でも農地中間管理機構を通して利用

権設定等が可能。 


